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丸亀市男女共同参画に関する企業アンケート 

 

日頃から市政に対し、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 本市では、男女が互いに人権を尊重し、ともに生き生きと暮らせる「男女共同参画社会」の実

現に向けて、皆さまとともに様々な取り組みを進めています。 

 この調査は、企業における取組内容を伺い、次期男女共同参画プランの策定や今後の施策の

実施に反映させることを目的に、５年に１回、市内の事業所を対象に実施するものです。つきま

しては、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

  

令和 7（2025）年９月   丸亀市長  松永 恭二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご記入にあたってのお願い＞ 

 

《お問い合わせ先》 丸亀市 総務部人権課 男女共同参画室 
電  話 ：０８７７－２４－８８２３ 
ファクス：０８７７－２４－８８７４ 
メ ー ル ：danjo@city.marugame.lg.jp 

記入していただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らず 

10 月 17 日（金）までに郵便ポストへ投函してください。 

1. 右記ＱＲコードもしくは、下記 URL より、ご回答ください。  

2. オンラインでご回答いただいた場合、本調査票の返信は不要です。 

URL:https://logoform.jp/f/tb1kA 

（インターネット通信に係る費用は回答者のご負担になることをご了承ください。） 

＜オンライン回答＞ 

（回答用フォーム） 

1. 回答は、貴事業所の代表者の方、または総務の責任者の方、あるいは人事ご担当

者の方にお願いします。  

2. 貴事業所が「支社・支店・営業所等（他の場所にある本社などの統括を受けてい

る事業所）」 の場合は、企業全体ではなく、貴事業所の範囲でお答えください。 

3. 令和 7 年４月１日現在を基準としてお答えください。 

4. ボールペンまたは鉛筆などで、はっきりと書いてください。 

5. ○をつける個数はそれぞれの質問の指示に従って記入してください。「その他」に○を

つけられた場合は、（  ）内にできるだけ具体的な内容を記入してください。  

※ このアンケートの結果は、統計的に処理しますので、プライバシーの保護はもとより、本

調査の目的以外に利用することはありません。 

回答目安時間：10 分～15 分程度 
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貴事業所について 

 

 F１  主な業種は何ですか。（○は１つ） 

※業種が複数にわたる場合は、主な業種を１つお答えください。 

 

１．農林漁業 ２．鉱業 ３．建設業 

４．出版・印刷業 ５．製造業 ６．電気・ガス・熱供給・水道業 

７．情報通信業 ８．運輸業 ９．卸売業 

10．小売業 11．金融・保険業 12．不動産業 

13．飲食店 14．観光業・宿泊業 15．医療・福祉業 

16．教育・学習支援業 17．その他のサービス業  

18．その他（具体的に：                                    ） 

 

 

 F２  事業所の区分は何ですか。（○は１つ） 

 

  １．単独事業所   ２．本社、本店  

  ３．支社、支店、営業所等 

 

 

 F３  貴事業所の常時雇用者数（※）について、男女別に記入してください。 いない場合は

「０」を記入してください。 

 

 男 性 女 性 合 計 

正規従業員 人 人 人 

パート、アルバイト、派遣社

員、契約社員など 
人 人 人 

※常時雇用者とは、次の人をいいます。 

    ・期間を定めずに、または１か月を超える期間を定めて雇われている人 

    ・臨時・パート労働者等で調査日前２か月の各月にそれぞれ 18 日以上雇われた人 

    ・役員で常時勤務して毎月給与の支払いを受けている人 

    ・上記に該当する、他からの出向者（他への出向者は除きます） 
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 F４  管理職の人数を男女別に記入してください。いない場合は「０」を記入してください。 

 

 男 性 女 性 合 計 

管理職の人数 人 人 人 

 
役員・部長相当職 人 人 人 

課長相当職 人 人 人 

 

 F５  貴事業所の正規従業員の平均年齢と平均勤続年数（１年未満は四捨五入）を男

女別に記入してください。 

 

女性の活躍推進・管理職登用について 

《問１から問３までは女性従業員のいる事業所に伺います》     いない事業所は問４へ 

 問１  女性従業員が活躍するために、貴事業所ではどのような取り組みをしていますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

1. 女性の活躍に関する担当部局、担当者を設けるなど、企業内での推進体制を整備している 

2. 女性の少ない職場の環境整備を行い、女性を配置している 

3. 女性の少ない職種に女性を積極的に雇用している 

4. 性別により評価することがないよう、人事考課基準を明確に定めている 

5. 業務に必要な知識や能力、資格取得のための教育や研修を、性別に関係なく実施している 

6. 男性管理職に対し、女性が活躍することの重要性について啓発を行っている 

7. 女性の意見や要望を聞く場や制度を設けている 

8. 女性のモチベーションや就業意識を高めるための研修を行っている 

9. 体力面での個人差を補う設備を整えるなど、働きやすい職場環境づくりを行っている 

10. お茶くみや雑用など性別による役割分担を見直し、職場環境・風土の改善を行っている 

11. 仕事と家庭を両立させるための制度を充実させている 

12. 女性（母性）の健康管理対策を行っている 

13. その他（具体的に：                                     ） 

14. 特に何も行っていない 

 男 性 女 性 

平均年齢 歳 歳 

平均勤続年数 年 年 
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 問２  配偶者の転勤や出産、育児、介護を理由として退職をした女性の再雇用の実績はあ

りますか。また、再雇用の雇用形態はどのようになっていますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

１．正規従業員として再雇用した 

２．パート、アルバイトとして再雇用した 

３．契約社員として再雇用した 

４．その他（具体的に：                                    ） 

５．女性の再雇用の実績はない 

 

 

《Ｆ4 で女性管理職が男性管理職の半数以下の事業所に伺います》 

そのほかの事業所は問４へ 

 問 3  女性管理職が少ない（または、いない）のは、どのような理由からですか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

1. 管理職になる前に退職してしまう女性が多い 

2. 管理能力の面で、女性の適任者が少ない 

3. 管理職は仕事と家庭の両立が難しい 

4. 女性自身が、管理職になることを望んでいないことが多い 

5. まわりの従業員や顧客に女性の管理職への認識、理解が不十分である 

6. 業務の内容が、女性には任せられない、あるいは女性には向いていないと思う 

7. 将来管理職になる可能性のある女性はいるが、現在のところ在職年数などを満たしていない 

8. 目標となるロールモデルが少ない 

9. まだ女性登用の気運が低い 

10. 女性従業員が少ない、またはいない 

11. その他（具体的に                                      ） 
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ハラスメントに対する取り組みについて 

 

 問４  貴事業所では、過去３年間に、各種ハラスメント（嫌がらせ）について問題になったこ

とがありますか。または、従業員から相談がありましたか。（〇は１つだけ） 

※下記の用語の解説もお読みください。 

 

１．問題になったことがある、または相談があった 

２．問題・相談はなかったが、実態は把握している 

３．問題・相談はなかったが、実態は分からない 

４．問題・相談はなく、実態としてもない 

 

《問４で「１・２」と答えた事業所に伺います》     「３・４」と答えた事業所は問６へ 

 問 5  それはどのようなハラスメントですか。（○はあてはまるものすべて） 

 

1. セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

2. パワー・ハラスメント（パワハラ） 

3. マタニティ・ハラスメント（マタハラ） 

4. パタニティ・ハラスメント（パタハラ） 

5. その他（                                            ） 

  

用 語 の 解 説 

１.セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

 職場などにおいて、相手の望まない性的な言動のこと（性的な嫌がらせ）。  

 相手は異性だけに限らず、同性同士でもセクハラは起こり得ます。 

２.パワー・ハラスメント（パワハラ） 

 職場などにおいて、職務上の地位や人間関係などといった権力（パワー）を利用して、精神的・身体的苦痛を与える行

為や職場環境を悪化させる嫌がらせ行為のこと。  

 業務上必要な指示や注意・指導などは、パワハラには当たりません。  

 上司と部下の関係だけに限らず、同僚の関係でもパワハラは起こり得ます。 

３.マタニティ・ハラスメント（マタハラ） 

 職場などにおいて、働く女性に妊娠や出産を理由として、精神的・身体的苦痛を与える嫌がらせ行為のこと。  

 妊娠や出産を理由とした解雇、雇用契約の変更、雇い止めなどもマタハラに当たります。 

 相手は異性だけに限らず、同性同士でもマタハラは起こり得ます。 

４.パタニティ・ハラスメント（パタハラ） 

 職場などにおいて、働く男性に育児を理由として、精神的・身体的苦痛を与える嫌がらせ行為のこと。妊娠した女性を意

味する「マタニティ」に対し、父性を意味する「パタニティ」からつくられた言葉。  

 男性の育児休業や時短勤務などの申請を断ることはパタハラに当たります。 

 上司と部下の関係だけに限らず、同僚の関係でもパタハラは起こり得ます。 
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 問６  貴事業所では、職場における各種ハラスメント（嫌がらせ）に対する取り組みを何かし

ていますか。（○は各項目であてはまるものすべて） 

 

 

  

 セク

ハラ 

パワ

ハラ 

マタ

ハラ 

パタ

ハラ 

1.  就業規則や社内規程などにハラスメント等の禁止を規定して 

いる 

    

2.  社内(外)に相談窓口を設置している     

3.  会社や組合に対策委員会のような機関を設置している     

4.  発生したときの対応マニュアルを定めている     

5.  社内アンケートなどを実施して、実態把握を行っている     

6.  社内研修などを実施して啓発している     

7.  啓発資料の配付などを行っている     

8.  その他     

9.  必要性は感じているが、取り組みは進んでいない     

10. 特に何も行っていない     
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育児休業などについて 

 

 問７  令和６年４月１日から令和７年３月31日までに出産した女性従業員、または配偶

者が出産した男性従業員の育児休業の取得状況について記入してください。いない場

合は「０」を記入してください。 

 

 女性  男性 

出産した従業員数 人 配偶者が出産した従業員数 人 

 内、育児休業を取得、または

取得申出をしている人の数 
人 

 内、育児休業を取得、または

取得申出をしている人の数 
人 

 

《問 7 で「育児休業を取得、または取得申出をしている人の数」が「０」でない事業所に伺います》 

「０」の事業所は問 9 へ 

 問 8  育児休業を取得、または取得申出をしている期間ごとにあてはまる人は何人いますか。

いない場合は「０」を記入してください。 

 

育児休業を取得、または取得申出をしている期間 女性 男性 

（ア）１か月未満 人 人 

（イ）１か月以上３か月未満 人 人 

（ウ）３か月以上 6 か月未満 人 人 

（エ）6 か月以上１年未満 人 人 

（オ）１年以上 人 人 
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 問９  国および丸亀市において、男性の育児休業取得を促進するため助成金制度（※）を 

設けています。助成金制度についてお伺いします。（○はあてはまるものすべて） 

 

１．国の制度を知っている 

２．国の制度を利用した（しようと考えている） 

３．市の制度を知っている 

４．市の制度を利用した（しようと考えている） 

５．わからない 

 

※国の制度：両立支援等助成金【出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）】 

育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助

成金です（条件等あり）。香川労働局雇用環境・均等室（TEL:087－811－8924）が窓口。 

※市の制度：丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金制度 

市内中小企業等に勤務する男性が連続 5 日以上の育児休業を取得した場合、その事業主に 10 万円の奨

励金を支給します（条件等あり）。丸亀市人権課男女共同参画室（TEL:24-8823）が窓口。 

 

 問 10  男性の育児休業取得促進のための方策を何かとっていますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

1. 相談体制を整えている 

2. 会社、上司から取得を促している 

3. 代替要員の確保など人員配置の配慮を行っている 

4. 休業中の経済的補填を行っている 

5. 育児休業取得率の目標を設定している 

6. 育児休業に関する研修の実施を行っている 

7. 自社の従業員の育児休業取得事例の収集・提供をしている 

8. 育休制度と育休取得促進に関する方針の周知を行っている 

9. その他（具体的に：                           ） 

10. 特に何も行っていない 
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 問 11  貴事業所では、子どもを育てながら働いている人のために、何らかの措置をしています

か。（○はあてはまるものすべて） 

 

１．勤務時間短縮、時差出勤 ２．フレックスタイム制度（※）を導入 

３．時間外労働軽減・免除  ４．事業所内託児施設 

５．育児時間制度   ６．家族看護休暇 

７．在宅勤務・テレワーク制度 ８．育児に要する経費の援助 

９．その他（具体的に：                            ） 

10．特に何も行っていない 

※フレックスタイム制度とは、労働時間だけを決めて、始業時刻と終業時刻を自分の意思で自由に選択できる制

度をいいます。 

 

 問 12  貴事業所は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画（※）

を策定しましたか。（○は１つ）  

 

１．策定した ２．策定する予定 ３．策定する予定はない      

４．過去に策定していたが、現在は計画期間が切れている 

 

※企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多

様な労働条件の整備等に取り組むために策定する計画のことです。101 人以上の労働者を雇用する企業は

行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられ、令和７（2025）年４月１日からは、育児休業等の

取得状況や労働時間の状況把握、改善すべき事情の分析をすることが義務付けられています。（100 人以

下の企業は努力義務。）香川県商工労働部労働政策課（TEL:087－832－3370）が無料で働き方改

革推進アドバイザーを派遣しています。 

 

 問 13  貴事業所は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（※）を策定しました

か。（○は１つ）  

 

１．策定した      ２．策定する予定      ３．策定する予定はない 

４．過去に策定していたが、現在は計画期間が切れている 

 

※企業が女性の職業生活における活躍を推進するために、自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析をもと

に策定する計画のことです。101 人以上の労働者を雇用する企業はこの計画を策定・届出と情報公開が義務

付けられています。 
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介護休業などについて 

 

 問 14  令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までに介護休業を取得した従業員数

を男女別に記入してください。いない場合は「０」を記入してください。 

 

 問 15  貴事業所では、家族の介護をしながら働いている人のために、何らかの措置をしていま

すか。（○はあてはまるものすべて） 

 

１．勤務時間短縮、時差出勤 ２．フレックスタイム制度を導入 

３．時間外労働軽減・免除  ４．家族看護休暇 

５．在宅勤務・テレワーク制度 ６．介護に要する経費の援助 

７．その他（具体的に：                                    ） 

８．特に何も行っていない 

 

 

 問 16  介護の問題を抱えている従業員の把握はどのようにしていますか。（○はあてはまるも 

のすべて） 

 

１．直属の上司などによる面談での把握 

２．自己申告制度などで把握 

３．従業員へのアンケートで把握 

４．介護に関する相談窓口で把握 

５．その他（具体的に：                                    ） 

６．把握する手段を設けていない 

 

  

 男性 女性 

介護休業を取得した従業員数 人 人 
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仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）について 

 

 問 17  貴事業所において、仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）を推進するために取

り組んでいることはありますか。（○はあてはまるものすべて）  

 

1. 管理職が率先して取り組んでいる 

2. 従業員を対象とした研修等の実施 

3. 従業員同士のコミュニケーションをとっている 

4. 業務の見直し・効率化の促進 

5. フレックスタイム制度や短時間勤務制度を設けている 

6. 在宅勤務・テレワーク制度を設けている 

7. 残業削減の促進 

8. 有給休暇取得の促進（連続休暇取得の促進など） 

9. 時間・半日単位での有給休暇の取得 

10. 特別休暇制度を設けている（リフレッシュ休暇など） 

11. 育児・介護休業者（ダブルケア（※）をしている者も含む）への職場復帰支援

（情報提供、学習支援など） 

12. 従業員の心身の健康保持 

13. その他（具体的に：                                     ）   

14. 特に何も行っていない 

  

※ダブルケアとは：この設問では、育児と介護を同時に行っている状況とします。 
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 問 18  仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）に取り組むことでどのようなメリットがある 

と考えますか。（○はあてはまるものすべて） 

 

1. 従業員の定着につながる 

2. 優秀な人材を確保（採用）できる 

3. 従業員の仕事への意欲が向上する 

4. 従業員の能力を生かすことができる 

5. コストが削減できる 

6. 業務を見直し、生産性が向上する 

7. 企業のイメージが向上する 

8. 従業員の心身の健康の維持増進につながる 

9. その他（具体的に：                                     ） 

10. 特にない 

11. わからない 

 

男女共同参画社会づくりについて 

 問 19  男女共同参画社会を実現していくために、今後、丸亀市はどのようなことに力を入れて 

いくべきだと思いますか。（○は特に必要だと思うものを３つまで） 

 

1. 市の審議会委員や管理職など、政策決定の場に女性を積極的に登用する 

2. 民間企業や団体などの管理職に女性の登用が進むよう支援する 

3. 保育サービスや介護サービスを充実させる 

4. 子育てや介護でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する 

5. 労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女ともに働き方の見直しを進める 

6. 男性の家事、育児、介護への参画を促進する 

7. ひとり親家庭の就業や生活自立に向けた支援を充実させる 

8. 女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する 

9. 採用や待遇における男女の格差の解消について周知徹底を行う 

10. ハラスメント防止対策を強化する 

11. 防災（災害復興も含みます）活動に関し、男女共同参画の視点を充実させる 

12. 男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実させる 

13. 男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲする 

14. その他（具体的に：                                 ） 

15. 特にない 

16. わからない 
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 募 集  丸亀市では、多くの市民の皆さまに、より身近なプランとして浸透し、また、自らが策定

に参加した自分たちのプランであると感じていただくために、次期男女共同参画プラン

の愛称を募集します。思い浮かぶものがあれば記入してください。 

※なお、ご記入いただいた愛称の著作権については丸亀市に帰属するものとします。 

 

 （記入例：〇〇〇〇プラン） 

 

 

 

 

 

 

最後に男女共同参画社会づくりについてご意見などがございましたら記入してください。 

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                                                     

                                                                               

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。お手数ですが、この調査票を返信用封筒に入 

れ、１0 月 17 日（金）までに郵便ポストに投函してください。 

 

今後の資料作成等の参考にさせていただくため、差し支えなければ、貴事業所名と連絡先

を記入してください。 

事業所名                           電話番号               

 


